
雇用・能力開発機構の廃止について ～機構を廃止し、業務を他法人等へ移管～

ポリテクセンター
離職者訓練等 （全国６１所）

職業能力開発大学校、短期大学校
学卒者訓練 （全国合計２４所）

職業能力開発総合大学校
指導員養成 （全国１所）

勤労者財産形成業務

私のしごと館

（独）雇用・能力開発機構

住宅融資は（独）勤労者退職金共済機構へ移管

都道府県等の希望があれば地方移管

廃止（遅くとも平成22年8月までに）

都道府県等の
希望を具体的に
把握

雇用管理の相談・助成等 都道府県労働局の業務と一体的処理

現在の組織体制現在の組織体制 見直し後見直し後

ブロック単位で
運営可能なものは
地方移管

教育融資は廃止

指導員養成の在り方、コストパフォーマンス
を抜本的に見直し

民間等への委託訓練
民間委託を拡大
（内容が定型化しているものは地方移管）

厚生労働省

【【 改革のポイント改革のポイント 】】

①① 国の産業政策・中小企業政策等との連携の強化・・・（Ａ）国の産業政策・中小企業政策等との連携の強化・・・（Ａ）
②② ユーザーである中小企業等の使用者や労働者の代表による組織運営への参画とコントロール・・・（Ｂ）ユーザーである中小企業等の使用者や労働者の代表による組織運営への参画とコントロール・・・（Ｂ）
③③ 無駄の排除等のため、外部専門家からなる第三者委員会を設置・・・（Ｃ）無駄の排除等のため、外部専門家からなる第三者委員会を設置・・・（Ｃ） などなど

（Ｃ）（Ｃ）（Ｂ）（Ｂ）

法定協議
厚生労働省 経済産業省

（Ａ）（Ａ）

運営委員会
（ユーザー等）

第三者委員会
（外部専門家）
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